
議案第４６号 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２７年２月４日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市建築等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（徴収及び不還付） （徴収及び不還付） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ 手数料は、その納付後において申請事項を変更

し、又は取り消しても、還付しない。 

２ 手数料は、その納付後において申請事項を変更

し、又は取り消しても、還付しない。ただし、市

長が正当な理由があると認めるときは、この限り

でない。 

（減免） （減免） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 ３ 前２項の規定にかかわらず、別表第１項の２又

は第２項に規定する手数料の減額又は免除にあっ

ては、同表第１項の２の規定により加算される手

数料の額については、減額又は免除をしない。 

３ 前２項の規定は、建築設備及び工作物について

準用する。 

４ 第１項及び第２項の規定は、建築設備及び工作

物について準用する。 

４ 市長が特に必要があると認める建築物について

は、別表第１４項、第１４項の２及び第１５項か

ら第５１項の３までに規定する手数料を免除す

る。 

５ 市長が特に必要があると認める建築物について

は、別表第１４項及び第１５項から第５１項の３

までに規定する手数料を免除する。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

事務の種類 手数料の額 事務の種類 手数料の額 



１ ［略］ １ ［略］ 

１の２ 法第６条

第１項又は第１

８条第２項の規

定による建築物

に関する確認の

申請又は計画の

通知に対する審

査で、法第６条

第５項又は第１

８条第４項の構

造計算適合性判

定（以下「構造

計算適合性判定

」という。）を

要するもの（次

項に規定するも

のを除く。） 

前項に規定する確認の申

請又は計画の通知に係る手

数料の区分に応じ、それぞ

れ当該手数料の額に、構造

計算適合性判定を要する１

の建築物（建築基準法施行

令（昭和２５年政令第３３

８号）第８１条第４項の規

定により建築物の部分が別

の建築物とみなされる場合

は、当該建築物の部分）ご

とに、次の表の左欄に掲げ

る床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる手数料の額を加算し

た額 

床面積の

合計 

手数料の額 

１，００

０平方メ

ートル以

下 

１５９，００

０円（構造計

算が法第２０

条第２号イ又

は第３号イに

規定する国土

交通大臣の認

定を受けたプ

ログラム（以

下「大臣認定

プログラム」

という。）に

より行われる

ものについて

は、１１０，

０００円） 

１，００

０平方メ

ートルを

超え２，

０００平

方メート

ル以下 

２１２，００

０円（構造計

算が大臣認定

プログラムに

より行われる

ものについて

は、１３７，

０００円） 

２，００

０平方メ

ートルを

超え１０

，０００

平方メー

トル以下

２４３，００

０円（構造計

算が大臣認定

プログラムに

より行われる

ものについて

は、１５０，



２～４ ［略］ 

５ 法第７条第４

項又は第１８条

第１７項の規定

による建築物に

関する完了検査

（次項及び第７

項に規定するも

のを除く。） 

  ～  ［略］ 

［略］ 

６ 法第７条第４

項又は第１８条

第１７項の規定

による建築物に

関する完了検査

で、法第７条の

３第５項又は第

１８条第２１項

の規定による中

間検査合格証の

交付を受けた建

築物を含むもの

（次項に規定す

るものを除く。

） 

  ～  ［略］ 

７ 法第７条第４

項又は第１８条

第１７項の規定

による建築物に

関する完了検査 

 （当該完了検査 

 ０００円） 

１０，０

００平方

メートル

を超え５

０，００

０平方メ

ートル以

下 

３２１，００

０円（構造計

算が大臣認定

プログラムに

より行われる

ものについて

は、１９０，

０００円） 

５０，０

００平方

メートル

を超える

もの 

５９０，００

０円（構造計

算が大臣認定

プログラムに

より行われる

ものについて

は、３２２，

０００円） 

２～４ ［略］ 

５ 法第７条第４

項又は第１８条

第１５項の規定

による建築物に

関する完了検査

（次項及び第７

項に規定するも

のを除く。） 

  ～  ［略］ 

［略］ 

６ 法第７条第４

項又は第１８条

第１５項の規定

による建築物に

関する完了検査

で、法第７条の

３第５項又は第

１８条第１９項

の規定による中

間検査合格証の

交付を受けた建

築物を含むもの

（次項に規定す

るものを除く。

） 

  ～  ［略］ 

７ 法第７条第４

項又は第１８条

第１５項の規定

による建築物に

関する完了検査 

 （当該完了検査 



に係る計画に法 

第８７条の２に 

規定する昇降機 

に係る部分が含 

まれるものに限 

る。） 

 法第８７条

の２において

準用する法第

７条の３第５

項又は第１８

条第２１項の

規定による中

間検査合格証

（以下この項

及び次項にお

いて「合格証

」という。）

の交付を受け

た昇降機を含

む場合 

 ［略］ 

８ 法第８７条の

２において準用

する法第７条第

４項又は第１８

条第１７項の規

定による建築設

備に関する完了

検査 

  ～  ［略］ 

９ 法第８８条第

１項又は第２項

において準用す

る法第７条第４

項又は第１８条

第１７項の規定

による工作物に

関する完了検査 

１０ 法第７条の

３第４項又は第

１８条第２０項

の規定による建

築物に関する中

間検査（次項に

規定するものを

除く。） 

  ～  ［略］ 

１１ 法第７条の 

３第４項又は第 

に係る計画に法 

第８７条の２に 

規定する昇降機 

に係る部分が含 

まれるものに限 

る。） 

 法第８７条

の２において

準用する法第

７条の３第５

項又は第１８

条第１９項の

規定による中

間検査合格証

（以下この項

及び次項にお

いて「合格証

」という。）

の交付を受け

た昇降機を含

む場合 

 ［略］ 

８ 法第８７条の

２において準用

する法第７条第

４項又は第１８

条第１５項の規

定による建築設

備に関する完了

検査 

  ～  ［略］ 

９ 法第８８条第

１項又は第２項

において準用す

る法第７条第４

項又は第１８条

第１５項の規定

による工作物に

関する完了検査 

１０ 法第７条の

３第４項又は第

１８条第１８項

の規定による建

築物に関する中

間検査（次項に

規定するものを

除く。） 

  ～  ［略］ 

１１ 法第７条の 

３第４項又は第 



１８条第２０項 

の規定による建 

築物に関する中 

間検査（当該中 

間検査に係る計 

画に法第８７条 

の２に規定する 

昇降機に係る部 

分が含まれるも 

のに限る。） 

  ～  ［略］ 

１２ 法第８７条

の２において準

用する法第７条

の３第４項又は

第１８条第２０

項の規定による

建築設備の中間

検査 

  ・  ［略］ 

１３ 法第８８条

第１項において

準用する法第７

条の３第４項又

は第１８条第２

０項の規定によ

る工作物の中間

検査 

１４ 法第７条の

６第１項第１号

又は第１８条第

２４項第１号（

法第８７条の２

又は第８８条第

２項において準

用する場合を含

む。）の規定に

よる検査済証の

交付を受ける前

における建築物

等の仮使用の認

定の申請に対す

る審査 

［略］ 

１４の２ 法第７

条の６第１項第

２号（建築主事

が認定する場合 

 に限る。）又は 

 第１８条第２４ 

１件につき １２０，００

０円 

１８条第１８項 

の規定による建 

築物に関する中 

間検査（当該中 

間検査に係る計 

画に法第８７条 

の２に規定する 

昇降機に係る部 

分が含まれるも 

のに限る。） 

  ～  ［略］ 

１２ 法第８７条

の２において準

用する法第７条

の３第４項又は

第１８条第１８

項の規定による

建築設備の中間

検査 

  ・  ［略］ 

１３ 法第８８条

第１項において

準用する法第７

条の３第４項又

は第１８条第１

８項の規定によ

る工作物の中間

検査 

１４ 法第７条の

６第１項第１号

又は第１８条第

２２項第１号（

法第８７条の２

又は第８８条第

１項若しくは第

２項において準

用する場合を含

む。）の規定に

よる検査済証の

交付を受ける前

における建築物

等の仮使用の承

認の申請に対す

る審査 

［略］ 



項第２号（法第 

８７条の２又は 

第８８条第２項 

において準用す 

る場合を含む。 

）の規定による 

検査済証の交付 

を受ける前にお 

ける建築物等の 

仮使用の認定の 

申請に対する審 

査 

１４の３ ［略］ 

１５～６０の２ ［略］ 

６１ 長期優良住

宅の普及の促進

に関する法律(

平成２０年法律

第８７号。以下

「長期優良住宅

法」という。)

第５条第１項か

ら第３項までの

規定による長期

優良住宅建築等

計画の認定の申

請に対する審査 

（次項、第６２

項の２及び第６

３項に規定する

ものを除く。）

  ・  ［略］ 

 ［略］ 

６２ 長期優良住

宅法第５条第１

項から第３項ま

での規定による

長期優良住宅建

築等計画の認定

の申請に対する

審査で、住宅の

品質確保の促進

等に関する法律

（平成１１年法

律第８１号。以

下「品確法」と

いう。）第５条

第１項に規定す

る登録住宅性能

評価機関により

長期優良住宅法 

 ［略］  

１４の２ ［略］ 

１５～６０の２ ［略］ 

６１ 長期優良住

宅の普及の促進

に関する法律(

平成２０年法律

第８７号。以下

「長期優良住宅

法」という。)

第５条第１項か

ら第３項までの

規定による長期

優良住宅建築等

計画の認定の申

請に対する審査

（次項及び第６

３項に規定する

ものを除く。） 

  ・  ［略］ 

 ［略］ 

６２ 長期優良住

宅法第５条第１

項から第３項ま

での規定による

長期優良住宅建

築等計画の認定

の申請に対する

審査で、住宅の

品質確保の促進

等に関する法律

（平成１１年法

律第８１号）第

５条第１項に規

定する登録住宅

性能評価機関に

より長期優良住

宅法第６条第１

項各号に掲げる 

 ［略］  



第６条第１項各 

号に掲げる基準 

に適合すると認 

められているも 

の 

・  ［略］  

６２の２ 長期優

良住宅法第５条

第１項から第３

項までの規定に

よる長期優良住

宅建築等計画の

認定の申請に対

する審査で、品

確法第６条第１

項に規定する設

計住宅性能評価

書のあるもの 

１戸につき次に掲げる額

を申請戸数で除して得た額

 一戸建ての 

もの 

２３，０００円

 一戸建て以 

外のもの 

ア 床面積の 

合計が５０ 

０平方メー 

トル以下の 

もの 

７２，０００円

イ 床面積の 

合計が５０ 

０平方メー 

トルを超え 

１，０００ 

平方メート 

ル以下のも 

の 

１１２，０００円

ウ 床面積の 

合計が１， 

０００平方 

メートルを 

超え２，５ 

００平方メ 

ートル以下 

のもの 

２０７，０００円

エ 床面積の 

合計が２， 

５００平方 

メートルを 

超え５，０ 

００平方メ 

３５０，０００円

基準に適合する 

と認められてい 

るもの（次項に 

規定するものを 

除く。） 

・  ［略］  



ートル以下 

のもの 

オ 床面積の 

合計が５， 

０００平方 

メートルを 

超え１０， 

０００平方 

メートル以 

下のもの 

５３５，０００円

カ 床面積の 

合計が１０ 

，０００平 

方メートル 

を超え２０ 

，０００平 

方メートル 

以下のもの 

９６９，０００円

キ 床面積の 

合計が２０ 

，０００平

方メートル

を超え３０

，０００平

方メートル

以下のもの

１，３２１，０００円

ク 床面積の 

合計が３０ 

，０００平

方メートル

を超えるも

の 

１，５９７，０００円

６３ 長期優良住

宅法第５条第１

項から第３項ま

での規定による

長期優良住宅建

築等計画の認定

の申請に対する

審査で、長期優

良住宅法第６条

第２項の規定に

よる申出のある

もの 

 次号に掲げ

るもの以外の

もの 

１戸につき次のア及びイ

に掲げる額の合計額を申請

戸数で除して得た額 

 ア 第６１項各号、第６

２項各号又は前項各号

６３ 長期優良住

宅法第５条第１

項から第３項ま

での規定による

長期優良住宅建

築等計画の認定

の申請に対する

審査で、長期優

良住宅法第６条

第２項の規定に

よる申出のある

もの 

 次号及び第

３号に掲げる

もの以外のも

  の 

１戸につき次のア及びイ

に掲げる額の合計額を申請

戸数で除して得た額 

 ア 第６１項各号又は前

項各号に掲げる区分に



 に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定

める額（一戸建て以外

のものにあっては、申

請戸数で除す前の額）

 イ ［略］ 

 法第８７条

の２に規定す

る建築設備を

含むもの 

［略］ 

６４ 長期優良住

宅法第８条第１

項の規定による

長期優良住宅建

築等計画の変更

の認定の申請に

対する審査（次

項に規定するも

のを除く。） 

１戸につき第６１項各号、

第６２項各号又は第６２項

の２各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定

める額の２分の１に相当す

る額を申請戸数で除して得

た額

６５ 長期優良住

宅法第８条第１

項の規定による

長期優良住宅建

築等計画の変更

の認定の申請に

対する審査で、

同条第２項で準

用する長期優良 

 応じ、それぞれ当該各

号に定める額（一戸建

て以外のものにあって

は、申請戸数で除す前

の額） 

 イ ［略］ 

 法第８７条

の２に規定す

る建築設備を

含むもの（次

号に該当する

ものを除く。

） 

［略］ 

 構造計算適

合性判定を行

うもの 

１戸につき次のアからエ

までに掲げる額の合計額を

申請戸数で除して得た額 

 ア 第１号アに定める額

 イ 第１号イに定める額

 ウ 第１項の２右欄の表

中床面積の区分に応じ

て当該手数料の額の欄

に定める額に相当する

額から３，０００円を

控除した額に１００分

の１０８を乗じて得た

額に３，０００円を加

算した額 

 エ 法第８７条の２に規

定する建築設備を含む

ものにあっては、前号

ウに定める額 

６４ 長期優良住

宅法第８条第１

項の規定による

長期優良住宅建

築等計画の変更

の認定の申請に

対する審査（次

項に規定するも

のを除く。） 

１戸につき第６１項各号

又は第６２項各号に掲げる

区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額の２分の１

に相当する額を申請戸数で

除して得た額 

６５ 長期優良住

宅法第８条第１

項の規定による

長期優良住宅建

築等計画の変更

の認定の申請に

対する審査で、

同条第２項で準

用する長期優良 



住宅法第６条第 

２項の規定によ 

る申出のあるも 

の 

 次号に掲げ

るもの以外の

もの 

［略］ 

 法第８７条

の２に規定す

る建築設備を

含むもの 

［略］ 

６６～６９ ［略］ 

７０ 低炭素建築

物新築等計画の

認定申請に対す

る審査（都市低

炭素化促進法第

５４条第２項の

規定による建築

基準関係規定の

適合認定の審査

の申出を伴うも

のに限る。） 

 次号に掲げ 

るもの以外の 

もの 

［略］ 

 法第８７条 

の２に規定す 

る建築設備を 

含むもの 

［略］ 

住宅法第６条第 

２項の規定によ 

る申出のあるも 

の 

 次号及び第

３号に掲げる

もの以外のも

の 

［略］ 

 法第８７条

の２に規定す

る建築設備を

含むもの（次

号に該当する

ものを除く。

） 

［略］ 

 構造計算適

合性判定を行

うもの 

１戸につき次のアからエ

までに掲げる額の合計額を

申請戸数で除して得た額 

 ア 第１号アに定める額

 イ 第１号イに定める額

 ウ 第６３項第３号ウに

定める額 

 エ 法第８７条の２に規

定する建築設備を含む

ものにあっては、前号

ウに定める額 

６６～６９ ［略］ 

７０ 低炭素建築

物新築等計画の

認定申請に対す

る審査（都市低

炭素化促進法第

５４条第２項の

規定による建築

基準関係規定の

適合認定の審査

の申出を伴うも

のに限る。） 

 次号及び第 

３号に掲げる 

もの以外のも 

の 

［略］ 

 法第８７条 

の２に規定す 

る建築設備を 

含むもの（次 

号に該当する 

ものを除く。 

） 

［略］ 



７１ ［略］ 

７２ 低炭素建築

物新築等計画変

更の認定申請に

対する審査（都

市低炭素化促進

法第５５条第２

項において準用

する都市低炭素

化促進法第５４

条第２項の規定

による建築基準

関係規定の適合

認定の審査の申

出を伴うものに

限る。） 

 次号に掲げ

るもの以外の

もの 

［略］ 

 法第８７条

の２に規定す

る建築設備を

含むもの 

［略］ 

 構造計算適 

合性判定を行 

うもの 

次のアからウまでに定め

る額をそれぞれ合計して得

た額 

 ア 第１号に定める額 

 イ 第１項の２右欄の表

の床面積の合計の区分

に応じ、当該手数料の

額の欄に定める額に相

当する額から３，００

０円を控除した額に１

００分の１０８を乗じ

て得た額に３，０００

円を加算した額 

 ウ 法第８７条の２に規

定する建築設備を含む

ものにあっては、前号

イに定める額 

７１ ［略］ 

７２ 低炭素建築

物新築等計画変

更の認定申請に

対する審査（都

市低炭素化促進

法第５５条第２

項において準用

する都市低炭素

化促進法第５４

条第２項の規定

による建築基準

関係規定の適合

認定の審査の申

出を伴うものに

限る。） 

 次号及び第

３号に掲げる

もの以外のも

の 

［略］ 

 法第８７条

の２に規定す

る建築設備を

含むもの（次

号に該当する

ものを除く。

） 

［略］ 

 構造計算適

合性判定を行

うもの 

次のアからウまでに定め

る額をそれぞれ合計して得

た額 

 ア 第１号に定める額 

 イ 第７０項第３号イに



定める額 

 ウ 法第８７条の２に規

定する建築設備を含む

ものにあっては、前号

イに定める額 

備考  備考  

１ 法第６条第１項又は第１８条第２項（法第

８７条第１項において準用する場合を含む。

）の規定による建築物に関する確認の申請又

は計画の通知を行う場合の床面積の合計の算

定方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げるものとする。 

 ～  ［略］ 

１ 法第６条第１項又は第１８条第２項（法第

８７条第１項において準用する場合を含む。

）の規定による建築物に関する確認の申請又

は計画の通知を行う場合の床面積の合計（別

表第１項の２の表に規定する床面積の合計を

除く。）の算定方法は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 

 ～  ［略］ 

２ 法第７条第４項又は第１８条第１７項の規

定による建築物に関する完了検査を行う場合

の床面積の合計の算定方法は、次の各号に掲

げる区分に応じ当該各号に掲げるものとする。

２ 法第７条第４項又は第１８条第１５項の規

定による建築物に関する完了検査を行う場合

の床面積の合計の算定方法は、次の各号に掲

げる区分に応じ当該各号に掲げるものとする。

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

３ 法第７条の３第４項又は第１８条第２０項

の規定による建築物に関する中間検査を行う

場合の床面積の合計の算定方法は、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に掲げるものと

する。 

３ 法第７条の３第４項又は第１８条第１８項

の規定による建築物に関する中間検査を行う

場合の床面積の合計の算定方法は、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に掲げるものと

する。 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

４ 第６１項から第６２項の２までにおいて「

床面積の合計」とは、長期優良住宅法第５条

第１項から第３項までの規定による認定及び

変更の認定の申請に係る住戸が属する１の建

築物の延べ面積（建築基準法施行令（昭和２

５年政令第３３８号）第２条第１項第４号の

規定により算出された延べ面積）をいう。 

４ 第６１項及び第６２項において「床面積の

合計」とは、長期優良住宅法第５条第１項か

ら第３項までの規定による認定及び変更の認

定の申請に係る住戸が属する１の建築物の延

べ面積（建築基準法施行令第２条第１項第４

号の規定により算出された延べ面積）をいう。

５ ［略］ ５ ［略］ 

６ 第６９項において「都市低炭素化促進法第

５４条第１項各号に掲げる基準に適合してい

ることを示す書類」とは、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める機関が作成し

たものとする。 

６ 第６９項において「都市低炭素化促進法第

５４条第１項各号に掲げる基準に適合してい

ることを示す書類」とは、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める機関が作成し

たものとする。 

 住戸部分及び共用部分 登録住宅性能評

価機関（品確法第５条第１項に規定する機

関をいう。）又は登録建築物調査機関（エ

ネルギーの使用の合理化等に関する法律（

昭和５４年法律第４９号）第７６条第１項

に規定する機関をいう。以下同じ。） 

 住戸部分及び共用部分 登録住宅性能評

価機関（住宅の品質確保の促進等に関する

法律第５条第１項に規定する機関をいう。

）又は登録建築物調査機関（エネルギーの

使用の合理化に関する法律（昭和５４年法

律第４９号）第７６条第１項に規定する機

関をいう。以下同じ。） 

 ［略］  ［略］ 

   附 則 



この条例は、平成２７年６月１日から施行する。ただし、別表第６２項の改正及び

別表備考６第１号の改正は公布の日から、別表第６１項の改正、別表第６２項の次に

１項を加える改正、別表第６３項の改正（「、第６２項各号」を加える部分に限る。

）、別表第６４項の改正及び別表備考４の改正（「及び第６２項」を「から第６２項

の２まで」に改める部分に限る。）は平成２７年４月１日から施行する。 


